
６
月
は
「
環
境
月
間
」

　
日
本
で
は
、
６
月
を
環
境
月
間

と
し
、環
境
保
全
に
つ
い
て
考
え
、

意
識
を
高
め
る
期
間
と
し
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、
国
際
的
に
も
環
境
問
題

へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
日
本
で
も

「
２
０
５
０
年
ま
で
に
温
室
効
果

ガ
ス
の
排
出
量
を
実
質
ゼ
ロ
に

し
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
を
目

指
す
」
方
針
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
町
と
し
て
も
、
こ
の
環
境
問
題

へ
の
取
組
み
を
推
進
す
る
た
め
、

昨
年
５
月
に
『
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン

シ
テ
ィ
宣
言
』
を
し
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
脱
炭
素
選
考
地
域

へ
の
選
定
に
向
け
た
官
民
連
携

に
よ
る
事
業
を
展
開
し
て
い
く

準
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
環
境
問
題
の
解
決
に
は
、 

私
た

ち
一
人
ひ
と
り
の
生
活
や
行
動

を
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

環
境
月
間
を
機
会
に
、
私
た

ち
を
取
り
巻
く
身
近
な
環
境
問

題
に
つ
い
て
考
え
、
環
境
に
や

さ
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
実

践
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

今
月
号
は
、
環
境
に
配
慮
し

た
取
組
み
な
ど
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。

私たちにできることを考えましょう！

　私たちは暮らしの中で、 さまざまな商品やサービス
を購入し、または使用し、不要になったものは、捨て
ています。
　また、商品やサービスを提供するにあたり、製造や
加工、流通などの段階でも、ごみを処理する過程があ
り、CO2などの温室効果ガスが排出されています。
　今のペースで温室効果ガスが排出され続け､ 地球温
暖化が進むと､ さまざまな気候変動の影響が生じるこ
とが予測されます｡ 未来のために､ 地球温暖化を食い
止め､ その影響を小さくしていく必要があります。
　環境省の資料によると、日本国内における温室効果
ガス排出量の消費ベースでは、全体の６割以上が家計
消費によるというデータが掲載されています。
　このように、私たちのライフスタイルが、気候変動
などの環境問題に大きな影響を与えていることが見え
てきます。

▲令和３年版 環境・循環型社会・生物多様性
白書（抜粋）

ります（図1-2-4）。なお、ここでいう生産ベースとは、日本国内で発生した排出量を指しており、発
電や熱の生産に伴う排出量については、その電力や熱の消費者からの排出として算定した電気・熱配分
後の排出量のことです。その一方で、消費ベース（カーボンフットプリント）で見ると、全体の約6割
が家計によるものという報告もあります（図1-2-5）。
生産ベースの温室効果ガス排出量は対象期間が「2015年度」で、消費ベースは「2015年」であり、
それぞれ対象期間が異なるため、一概に比較はできませんが、このように、捉え方を変えるだけで、私
たちのライフスタイルが気候変動等の環境問題に大きな影響を与えていることが見えてきます。

	 図1-2-5	 消費ベース（カーボンフットプリント）
から見た我が国の温室効果ガス排出源の
内訳
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注：�対象期間は2015年1月1日から2015年12月31日。
資料：�南斉規介「産業連関表による環境負荷原単位データブック」（国立環境研

究所提供）、Keisuke�Nansai,�Jacob�Fry,�Arunima�Malik,�Wataru�
Takayanagi,�Naoki�Kondo「Carbon�footprint�of�Japanese�health�
care�services�from�2011�to�2015」、総務省「平成27年産業連関表」
より公益財団法人地球環境戦略機関（IGES）作成

	 図1-2-4	 生産ベースから見た	
我が国の温室効果ガス排出源の内訳

家計関連
21%

企業・公共部門関連
79%

運輸（家庭の自家用車）　5%

産業廃棄物等　2%

企業・公共部門関連の
CO₂以外の温室効果
ガス　6%

家計関連のCO₂以外の
温室効果ガス　1%

一般廃棄物等　1%

産業（製造業、建
築業、鉱業、農林
水産業でのエネル
ギー消費）　32%

運輸（貨物車、企業の
自家用車、船舶等）　12%

業務その他（商業・
サービス・事業所等）　17%

工業プロセス・その他
（セメント製造時のCO₂
排出等）　4%

家庭（家庭での冷暖房・
給湯、家電の使用等）　14%

エネルギー転換（発電所、
ガス工場、製油所等での
自家消費分）　7%

注１：対象期間は2015年4月1日から2016年3月31日。
　２：CO2以外の温室効果ガスはCH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3。
資料：環境省

（3）IPCCによる科学的知見の集約
ア　IPCCについて
気候変動問題を議論する際には、科学的知見の集約が必要不可欠であることから、気候変動に関連す
る科学的、技術的及び社会・経済的情報の評価を行い、得られた知見を、政策決定者を始め広く一般に
利用するため、世界気象機関（WMO）及び国連環境計画（UNEP）により1988年に気候変動に関す
る政府間パネル（IPCC）が設立されています。IPCCは195の国・地域が参加する政府間組織であり、
約7年ごとに評価報告書、不定期に特別報告書などを作成・公表しています。IPCCの報告書は、数多
くの既存の文献を基に議論され、最終的に多くの科学者、政府がレビューすることにより取りまとめら
れます。例えば、2013年9月から2014年11月にかけて公表された第5次評価報告書では、世界中で
発表された9,200以上の科学論文が参照され、800人を超える執筆者により、4年の歳月をかけて作成
されています。これまでのIPCC評価報告書における人間活動が及ぼす温暖化への影響についての評価
は、表1-2-2に示すとおりです。20世紀以降の温暖化の要因は人為的なものであることの可能性につ
いて、報告書を重ねるたびに知見が増強されていることが分かります。2021年から2022年にかけて、
第6次評価報告書が公表される予定であり、今後の政策の基礎となる多くの重要な知見が示される見込
みです。
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ごみの分別できていますか？ ごみの分別できていますか？ 

■アプリの主な機能紹介
〇ごみ分別辞典　　〇ごみの出し方　　〇カレンダー
〇アラート設定　　〇よくある質問　　〇お知らせ

�インストールはこちら

Android用 iPhone用

環境にやさしいライフスタイルを実践しましょう！

　毎日の生活の中で取組めることは、たくさんあります。私たち一人ひとりが、環境に配慮
した行動により温室効果ガスを削減することができます。
　小さな取組みを積み重ねることが大切です。未来のために、できることから始めましょう。

　ごみの分別やリサイクルを実践することで、省エネや環境保全などにつながります。また、ごみの分
別を行うことで、燃やした場合に排出される温室効果ガスと､ リサイクルされずに新しく商品を作った時
の燃料消費や資源消費に伴う温室効果ガスを減らすことができます｡

5　　KAMIKAWA　6 月号 KAMIKAWA　6 月号　　4

　「このごみは可燃ごみ？不燃ごみ？」、 「このごみはどの

ように出したらいいの？」 「ごみを出し忘れた！」

　このような経験はありませんか？

　ごみ分別アプリでは、 検索機能でごみの分別方法や出

し方の注意点についての確認ができたり、 収集日を指定

の時間にお知らせしたりと、 ごみ出しに役立つ便利な機

能が満載です。

　お手持ちのスマートフォンやタブレットから、 無料でダ

ウンロードできますので、 ぜひご利用ください。

　※通信費は、 ご利用の皆様の負担となります。

【主な機能】

①ごみ分別辞典

　 ごみの分別方法・出し方・注意点等を確認することが

　 できます。

②ごみの出し方

　 ごみの種類(可燃ごみ・不燃ごみ等)ごとに出し方を

 　確認することができます。

③カレンダー

　 収集日を週ごと・月ごとに確認することができます。

④アラート設定

 　収集日を前日や当日の指定した時間にお知らせし

　 ます。

⑤よくある質問

　 Q&A形式でよくお問い合わせいただく質問を確認

 　できます。

⑥お知らせ

 　町からのお知らせを確認できます。

配信中！配信中！

アプリのダウンロード方法については、表紙

をご覧ください！

ダウンロード完了。

ホーム画面イメージ

アイコン

「ごみ分別辞典」をご利用ください
　町では、 町民の皆様がごみの分別方法や出し方を町ホームページか

ら簡単に検索できるごみ分別辞典サイトの提供をしています。

　町ホームページの 「ごみ ・ 環境」 内のリンク先からゴミ分別辞典をご

覧いただくか、 「ごみサク　神川町」 で検索してご利用ください。 調べ

たい品名 ・ キーワードを入力して検索することが出来ます。 詳細を押

していただくと、 分別方法などが表示されます。

不法投棄は犯罪です！
　不法投棄は大きく分けて、 収集所に粗大ごみを捨てる場合と、 空地

や農地、 山林、 河川などに粗大ごみや産業廃棄物などを捨てる場合が

あります。

　町では、 これらの不法投棄対策のためパトロールを行い、 悪質なも

のは警察に通報しています。

野焼きは違法行為です！
　自宅の敷地内を含む野外でのごみの焼却行為 （野焼き） は違法行為

です。 一部の例外を除き、 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 で

禁止されています。 違反した場合、 ５年以下の懲役もしくは１０００万

円 （法人は３億円） 以下の罰金またはこれらの併科に処せられます。

　また、 例外に該当する場合でも、 焼却が周囲へ悪影響を及ぼすと認

められるときには直接指導に伺い、 行為を中止していただくこともあ

ります。 　

防災環境課からのお知らせとお願い

犬や猫はマナーを守って飼いましょう
　最近、 犬や猫に関する相談が多く寄せられています。 これらの相談の

多くは、 近隣住民に対する気配りを欠いた飼い方にあるようです。 犬や

猫を飼う場合には、 下記のマナーを守ってください。

●犬の飼い方マナー

 　・糞は必ず持ち帰りましょう。

　 ・必ずリードに繋ぎましょう。　　　　　　　　　　

 　・放し飼いはやめましょう。

　 ・最後まで責任を持って飼いましょう。

●猫の飼い方マナー

　 ・猫は家の中で飼いましょう。

 　・糞・尿のしつけは必ず飼い主が行いましょう。

　 ・日常の世話などは、飼い主が責任を持って行

 　いましょう。

犬に関する相談は・・・　本庄保健所　☎０４９５-２２-６４８１

猫に関する相談は・・・　埼玉県動物指導センター　☎０４８-５３６-２４６５

ごみサク　神川町

×
×

「ごみ分別アプリ」をご利用ください
　よくある家庭ごみの出し方の疑問を解決し､ 身近なところから環境に
配慮した取組みができます。
　無料でご利用できますので、スマートフォンやタブレット端末を使って、
ぜひご活用ください。

もえる
ゴミ

もえない
ゴミ

暖房20℃
冷房 28℃

OFF

LED照明

断熱

環境保全活動

環境保全活動への参加

地産地消

省エネ・省資源

自転車や徒歩での移動

3
スリーアール

R（R
リデュース

educe·R
リユース

euse·R
リサイクル

ecycle）

町民
輸送コストの低い地元産の商品
を購入しよう。
事業者
地元の食材を提供しよう。

食品ロスの削減
町民・事業者
LEDの導入や適度な冷暖房など、
電気・ガスの省エネや節水などの
省資源に努めよう。

住宅などの建築物

町民
必要な物を必要な分だけ買う
ようにしよう。
事業者
フードバンクへの協力や保存
を工夫し、食品ロスを減らそ
う。

次世代自動車

町民・事業者
地域の環境活動などに参加し
よう。

環境に優しい製品
事業者
リサイクルしやすい製品を開発
し、再エネを利用しよう。

エネルギーの削減
事業者
エネルギー使用量を把握し、削減
しよう。

町民・事業者
自転車や徒歩での移動を取り
入れよう。

町民・事業者
太陽光発電などの再エネ設備や
省エネ設備を取り入れよう。

町民
ごみをきちんと分別し、資源化や
ごみの減量に取り組もう。
事業者
ごみの減量化や再資源化に適した
製品を開発・製造しよう。

町民・事業者
EV（電気自動車）などを利用し、
環境に配慮した移動をしよう。

資源
ゴミ

※環境省（COOL CHOICE）『ゼロカーボンアクション30』を参考に作成
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